
事業名 農福連携推進事業【地域農林漁業確立推進費】 【R6年度】

【事業の内容】

農福連携の先進事例となるモデルを育成するため、新たに農福
連携に取り組むために必要な農機具の導入、専門家からの指導等
による知識習得に関する取り組み等に対して支援。

【事業主体】

農福連携に取り組む農業者又は農業を営む法人、農業者の組織
する団体、市町

【対象となる経費】

事業実施期間中に農福連携に取り組むため又は、現在の農福
連携の取組の改善を図るために必要な経費（農機具類の導入費、
専門家による指導に係る経費、知識習得等にかかる経費、会議の
開催に係る経費、消耗品等）

【補助率】

１／２以内 （標準事業費 500千円（補助金額250千円）/か所）

【事業の流れ】

県 事業主体

【目的】
農業者が農福連携を導入するために必要な取り組みに対して支援し、県内地域に農福連携導入モデルの育成を図る。

【関連目標】ひょうご農林水産ビジョン2030
農福連携取組件数 300件

【問い合わせ先】
農業経営課 集落農業活性化班 農地集積担当
078-362-4035

【活用例】

・生産技術、加工技術の習得のための研修の受講

・先進的な団体への視察

・国認定の農業版ジョブコーチからの指導を受ける

・農福連携技術支援者育成研修を受ける

・新たに農福連携を開始するのに必要な草刈機を購入
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※事業実施計画、実績報告は市町を経由して県に提出
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